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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
芯材と、芯材の片面を覆う第１皮材と、芯材の他面を覆う第２皮材とを有し、第１皮材ど
うしおよび第２皮材どうしが同じ側を向くとともに、側縁部どうしが突き合わされた状態
で高周波抵抗溶接法により接合されるクラッド材であって、
　芯材と第１皮材との間に中間材が介在させられており、
　芯材が、Ｃｕ０．３～０．５質量％、Ｍｎ０．６～１．０質量％、Ｔｉ０．０５～０．
１５質量％、Ｚｎ０．１質量％以下、Ｆｅ０．３質量％以下、Ｓｉ０．２質量％以下を含
み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　第１皮材が、Ｓｉ７．９～９．５質量％、Ｆｅ０．１～０．３質量％、Ｃｕ０．３質量
％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　第２皮材が、Ｓｉ４．５～５．５質量％、Ｃｕ０．５～０．７質量％、Ｆｅ０．８質量
％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　中間材が、Ｍｎ０．２～０．４質量％、Ｚｎ０．２～０．４質量％、Ｆｅ０．４質量％
以下、Ｃｕ０．０５質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で
形成されているクラッド材。
【請求項２】
請求項１記載のクラッド材を、第１皮材で覆われている第１面が外側に来るとともに、第
２皮材で覆われている第２面が内側に来るように筒状に成形し、クラッド材の両側縁部ど
うしを加圧しながら突き合わせた状態で、高周波抵抗溶接法により溶接するパイプの製造
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方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、芯材と、芯材の片面を覆う第１皮材と、芯材の他面を覆う第２皮材とより
なり、たとえば熱交換器用ヘッダタンクを製造するのに用いられるクラッド材、およびこ
れを用いたパイプの製造方法に関する。
【０００２】
　この明細書および特許請求の範囲において、「アルミニウム」という用語には、純アル
ミニウムの他にアルミニウム合金を含むものとする。また、元素記号で表現された材料は
純材料を意味し、「Ａｌ合金」という用語はアルミニウム合金を意味するものとする。
【０００３】
　また、この明細書において、「自然電位」とは、５％ＮａＣｌ、ｐＨ３（酸性）の水溶
液中における標準電極としての飽和カロメル電極（Ｓ．Ｃ．Ｅ）に対する材料が持つ電極
電位を意味するものである。
【背景技術】
【０００４】
　芯材、芯材の片面を覆いかつ冷媒通路の内面となる第１皮材、芯材の他面を覆いかつ大
気に接触する外面となる第２皮材とよりなり、熱交換器用部品を製造するのに用いられる
クラッド材として、芯材が、Ｓｉ０．３～１．５質量％、Ｍｎ０．５～１．８質量％、Ｍ
ｇ１．５質量％以下、Ｃｕ１．０質量％以下、Ｔｉ０．１～０．３５質量％を含有し、残
部がＡｌおよび不可避的不純物からなるＡｌ合金で形成され、第１皮材が、Ｓｉ１．５質
量％以下、Ｍｎ１．８質量％以下、Ｃｕ１．０質量％以下を含有し、残部がＡｌおよび不
可避的不純物からなるＡｌ合金で形成され、第２皮材が、Ｓｉ１．５質量％以下、Ｍｎ１
．８質量％以下、Ｚｎ２．５～７．０質量％を含有し、残部がＡｌおよび不可避的不純物
からなるＡｌ合金で形成されており、第１皮材のＣｕ含有量が、前記芯材のＣｕ含有量以
上である熱交換器用クラッド材が知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
　特許文献１記載のクラッド材は、腐食環境である熱交換器外部側となる層（第２皮材）
の自然電位を芯材より卑にして芯材に対する犠牲陽極層とし、冷媒に接する熱交換器内部
側となる層（第１皮材）の自然電位を、逆に芯材より貴にして、芯材板厚中心以深におい
ても犠牲防食効果を持たせたものである。
【０００６】
　ところで、車両用空調装置のコンデンサに適用される熱交換器としては、長手方向を同
一方向に向けた状態で互いに間隔をおいて配置された複数の熱交換管と、隣り合う熱交換
管どうしの間に配置されたフィンと、長手方向を熱交換管の並び方向に向けた状態で熱交
換管の長手方向の両側に配置されかつ熱交換管の両端部が接続された複数のヘッダタンク
と、少なくともいずれか１つのヘッダタンクに固定されたベア材製熱交換器構成部品とを
備えており、ヘッダタンクが、両端が開口したパイプと、パイプの両端開口を閉鎖する閉
鎖部材からなるものが広く知られている。
【０００７】
　上述したような熱交換器のヘッダタンクのパイプは、たとえば次の方法で製造される。
【０００８】
　すなわち、芯材と、Ａｌ合金ろう材からなりかつ芯材の片面を覆う第１皮材と、芯材の
他面を覆う第２皮材とからなるクラッド材を用意し、クラッド材の一側縁部の上面に、先
端に向かって上面側から下面側に傾斜しかつ第１皮材で覆われた第１傾斜面を形成すると
ともに、第１傾斜面の傾斜下端と下面との間に、第１傾斜面と鈍角をなしかつ下面と直角
をなす第１平坦面を形成し、クラッド材の他側縁部の下面に、先端に向かって下面側から
上面側に傾斜しかつ第２皮材が存在する第２傾斜面を形成するとともに、第２傾斜面の傾
斜下端と下面との間に、第２傾斜面と鈍角をなしかつ下面と直角をなす第２平坦面を形成
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する。ついで、クラッド材を、第１皮材側に来るとともに、第２皮材側に来るように筒状
に成形し、両側縁部の両傾斜面どうしを面接触させることにより、第１皮材と第２皮材と
が重なり合った状態にするとともに両平坦面どうしを当接させてパイプ用筒状体を得た後
、パイプ用筒状体を所定の温度に加熱することにより、パイプ用筒状体の両傾斜面どうし
および両平坦面どうしをろう付してパイプを製造する。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１記載のクラッド材を使用し、上述した方法によりヘッダタン
クのパイプを製造する場合、ろう付後に第１傾斜面と第２傾斜面との間に形成される共晶
ろう材の自然電位が、芯材の自然電位よりも低くなり、共晶ろう材が優先的に腐食される
ことになってろう付部の耐食性が低下するという問題がある。特に、酸性環境においては
、共晶ろう材の溶解速度が速くなり、ヘッダタンクのパイプのろう付部の優先腐食が顕著
となる。パイプのろう付部の優先腐食を防止するためには、クロメート処理などの化成処
理や、塗装を行う必要があり、その作業が面倒であるとともに、コストが高くなるという
問題がある。
【００１０】
　そこで、このような問題を解決するために、本出願人は、先に、芯材と、芯材の片面を
覆う第１皮材と、芯材の他面を覆う第２皮材とよりなり、第１皮材と第２皮材とが重なり
あった状態でろう付されるクラッド材であって、芯材が、Ｍｎ０．６～１．５質量％、Ｔ
ｉ０．０５～０．２５質量％、Ｃｕ０．０５質量％未満、Ｚｎ０．０５質量％未満、Ｆｅ
０．２質量％以下、Ｓｉ０．４５質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からな
るＡｌ合金で形成され、第１皮材が、Ｓｉ６．８～１１．０質量％、Ｚｎ０．０５質量％
以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、第１皮材がろう
材として働き、第２皮材が、Ｓｉ４．０～６．０質量％、Ｃｕ０．５～１．０質量％を含
み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成されているクラッド材を提案し
た(特許文献２参照)。また、特許文献２には、前記クラッド材を、第１皮材で覆われてい
る第１面が外側に来るとともに、第２皮材で覆われている第２面が内側に来るように筒状
に成形し、クラッド材の両側縁部を、第１皮材と第２皮材とが重なり合うように組み合わ
せ、クラッド材の第１皮材を利用してクラッド材の両側縁部どうしをろう付するろう付パ
イプの製造方法と、当該方法により製造されたろう付パイプであって、ろう付後にクラッ
ド材の両側縁部のろう付部に存在する共晶ろう材の自然電位が、芯材の自然電位よりも高
くなっているパイプも記載されている。
【００１１】
　特許文献２記載のクラッド材を用いて、特許文献２記載の方法により製造されたパイプ
においては、ろう付後に第１傾斜面と第２傾斜面との間に形成される共晶ろう材の自然電
位が、芯材の自然電位よりも高くなって貴になるので、共晶ろう材が芯材に対して優先的
に腐食されることが抑制され、接合部の耐食性が向上する。
【００１２】
　ところで、ヘッダタンクのパイプが円筒状であってその径が比較的大きくなった場合、
上述したような方法でパイプを製造するのが困難になる。
【００１３】
　そこで、特許文献２記載のクラッド材を、第１皮材で覆われている第１面が外側に来る
とともに、第２皮材で覆われている第２面が内側に来るように筒状に成形し、クラッド材
の両側縁部どうしを加圧しながら突き合わせた状態で、高周波抵抗溶接法により溶接する
パイプの製造方法が考えられる。
【００１４】
　しかしながら、このような方法で製造したパイプにおいては、溶接継手部に欠陥が存在
する場合、溶接継手部の腐食進行が顕著であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
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【特許文献１】特開２００８－２４００８４号公報
【特許文献２】特開２０１５－９２４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　この発明の目的は、上記問題を解決し、筒状に成形するとともに、両側縁部どうしを加
圧しながら突き合わせた状態で高周波抵抗溶接法により溶接してパイプを製造するのに適
したクラッド材、およびこれを用いたパイプの製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明は、上記目的を達成するために以下の態様からなる。
【００１８】
　1)芯材と、芯材の片面を覆う第１皮材と、芯材の他面を覆う第２皮材とを有し、第１皮
材どうしおよび第２皮材どうしが同じ側を向くとともに、側縁部どうしが突き合わされた
状態で高周波抵抗溶接法により接合されるクラッド材であって、
　芯材と第１皮材との間に中間材が介在させられており、
　芯材が、Ｃｕ０．３～０．５質量％、Ｍｎ０．６～１．０質量％、Ｔｉ０．０５～０．
１５質量％、Ｚｎ０．１質量％以下、Ｆｅ０．３質量％以下、Ｓｉ０．２質量％以下を含
み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　第１皮材が、Ｓｉ７．９～９．５質量％、Ｆｅ０．１～０．３質量％、Ｃｕ０．３質量
％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　第２皮材が、Ｓｉ４．５～５．５質量％、Ｃｕ０．５～０．７質量％、Ｆｅ０．８質量
％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、
　中間材が、Ｍｎ０．２～０．４質量％、Ｚｎ０．２～０．４質量％、Ｆｅ０．４質量％
以下、Ｃｕ０．０５質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で
形成されているクラッド材。
【００１９】
　2)上記1)記載のクラッド材を、第１皮材で覆われている第１面が外側に来るとともに、
第２皮材で覆われている第２面が内側に来るように筒状に成形し、クラッド材の両側縁部
どうしを加圧しながら突き合わせた状態で、高周波抵抗溶接法により溶接するパイプの製
造方法。
【００２０】
　上記2)記載の方法により製造されたパイプは、芯材と、芯材の外周面を覆う第１皮材と
、芯材の内周面を覆う第２皮材と、芯材と第１皮材との間に介在させられた中間材とから
なり、クラッド材の両側縁部どうしの溶接継手部およびその近傍において、芯材が外周面
および内周面に露出している。
【００２１】
　上記2)記載の方法により製造されたパイプを用いた熱交換器は、長手方向を同一方向に
向けた状態で互いに間隔をおいて配置された複数のベア材製熱交換管と、隣り合う熱交換
管どうしの間に配置されたブレージングシート製フィンと、長手方向を熱交換管の並び方
向に向けた状態で熱交換管の長手方向の両側に配置されかつ熱交換管の両端部が接続され
た複数のヘッダタンクとを備えており、少なくともいずれか１つのヘッダタンクが、上記
2)記載の方法により製造されたパイプと、パイプの両端開口を閉鎖する閉鎖部材とよりな
り、前記パイプにおける溶接継手部を避けた位置に複数の管挿通穴が形成され、当該管挿
通穴に熱交換管が挿入されるとともに第１および第２皮材によりパイプにろう付され、熱
交換器構成部品が、前記パイプにおける溶接継手部を避けた位置に配置されるとともに第
１皮材によりパイプにろう付されている。
【発明の効果】
【００２２】
　上記1)のクラッド材によれば、クラッド材を、第１皮材で覆われている第１面が外側に
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来るとともに、第２皮材で覆われている第２面が内側に来るように筒状に成形し、クラッ
ド材の両側縁部どうしを加圧しながら突き合わせた状態で、高周波抵抗溶接法により溶接
する方法によって製造されたパイプの場合、中間材の自然電位が芯材の自然電位よりも卑
になるので、中間材が芯材に対して優先的に腐食されることになり、溶接継手部に溶接欠
陥が存在していたとしても、溶接継手部の腐食進行が抑制される。したがって、パイプの
溶接継手部の耐食性が向上する。しかも、クロメート処理などの化成処理や、塗装を行う
必要がなくなり、コストが安くなる。
【００２３】
　上記2)の方法により製造されたパイプの場合、上記1)で述べたのと同様な効果が得られ
る。
【００２４】
　上記2)の方法により製造されたパイプを用いた熱交換器によれば、当該パイプを有する
ヘッダタンクにおいて、パイプの中間材の自然電位が芯材の自然電位よりも卑になるので
、中間材が芯材に対して優先的に腐食されることになり、溶接継手部に溶接欠陥が存在し
ていたとしても、溶接継手部の腐食進行が抑制される。したがって、パイプの溶接継手部
の耐食性が向上する。しかも、クロメート処理などの化成処理や、塗装を行う必要がなく
なり、コストが安くなる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】この発明によるクラッド材の一部分を示す拡大断面図である。
【図２】図１のクラッド材で形成されたパイプをヘッダタンクに用いたコンデンサの全体
構成を具体的に示す正面図である。
【図３】図２のコンデンサを模式的に示す正面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【図５】図４の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、この発明の実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２７】
　以下の説明において、図１の上下、左右を上下、左右というものとする。
【００２８】
　図１はこの発明によるクラッド材を示し、図２～図５は図１のクラッド材で形成された
パイプをヘッダタンクに用いたコンデンサを示す。
【００２９】
　図１において、クラッド材(1)は、芯材(2)と、芯材(2)の片面を覆う第１皮材(3)と、芯
材(2)の他面を覆う第２皮材(4)と、芯材(2)と第１皮材(3)との間に介在させられた中間材
(5)とからなる。
【００３０】
　芯材(2)は、Ｃｕ０．３～０．５質量％、Ｍｎ０．６～１．０質量％、Ｔｉ０．０５～
０．１５質量％、Ｚｎ０．１質量％以下、Ｆｅ０．３質量％以下、Ｓｉ０．２質量％以下
を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成されている。なお、芯材(2
)は、不可避不純物としてのＣｒ０．０５質量％以下を含んでいることがある。
【００３１】
　第１皮材(3)は、Ｓｉ７．９～９．５質量％、Ｆｅ０．１～０．３質量％、Ｃｕ０．３
質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成されている。な
お、第１皮材(3)は、不可避不純物としてのＭｎ０．０５質量％以下、Ｚｎ０．０５質量
％以下、Ｃｒ０．０５質量％以下、Ｔｉ０．０５質量％以下を含んでいることがある。
【００３２】
　第２皮材(4)は、Ｓｉ４．５～５．５質量％、Ｃｕ０．５～０．７質量％、Ｆｅ０．８
質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成されている。な
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お、第２皮材(4)は、不可避不純物としてのＭｎ０．０５質量％以下、Ｚｎ０．０５質量
％以下、Ｃｒ０．０５質量％以下、Ｔｉ０．０５質量％以下を含んでいることがある。
【００３３】
　中間材(5)は、Ｍｎ０．２～０．４質量％、Ｚｎ０．２～０．４質量％、Ｆｅ０．４質
量％以下、Ｃｕ０．０５質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合
金で形成されている。なお、中間材(5)は、不可避不純物としてのＳｉ０．２５質量％以
下、Ｃｒ０．０５質量％以下、Ｔｉ０．０５質量％以下を含んでいることがある。
【００３４】
　クラッド材(1)の芯材(2)、第１皮材(3)、第２皮材(4)および中間材(5)における各合金
成分について説明する。
［芯材(2)］
　Ｃｕは、芯材(2)の自然電位を貴にして芯材(2)の耐食性を向上させる性質を有するが、
その含有量が少なすぎると十分な耐食性が得られずに孔食が発生するおそれがあり、多す
ぎると芯材(2)の強度が高くなりすぎてクラッド材(1)を筒状に成形する際に成形不良が発
生する。したがって、Ｃｕ含有量は０．３～０．５質量％とすべきである。
【００３５】
　Ｍｎは、芯材(2)の強度を増大させてヘッダタンクを製造するのに用いた際に耐圧性を
向上させる性質を有するが、その含有量が少なすぎると十分な強度が得られず、多すぎる
と芯材(2)の強度が高くなりすぎてクラッド材(1)を筒状に成形する際に成形不良が発生す
る。したがって、Ｍｎ含有量は０．６～１．０質量％とすべきである。
【００３６】
　Ｔｉは、Ａｌ合金中でＴｉ－Ａｌ系化合物を形成して層状に分散する。Ｔｉ－Ａｌ系化
合物は自然電位が貴であるため、腐食形態が層状化し、深さ方向への腐食（孔食）に進展
し難くなって耐食性が向上させる性質を有する。しかしながら、その含有量が少なすぎる
と腐食形態の層状化効果が小さくなって耐食性が低下し、多すぎても耐食性向上効果は飽
和してコストが高くなるばかりである。したがって、Ｔｉ含有量は０．０５～０．１５質
量％とすべきである。
【００３７】
　Ｚｎ、ＦｅおよびＳｉは芯材(2)中に不可避不純物として含まれるものであるが、含有
量が多すぎると芯材(2)の自己耐食性が低下するので、その含有量を上述した含有量とす
べきである。
【００３８】
　なお、不可避不純物として含まれるＺｎ、Ｆｅ、Ｓｉの含有量は０の場合があってもよ
い。
［第１皮材(3)］
　第１皮材(3)は、一般的なＡｌ合金ろうであり、Ｓｉ含有量は７．９～９．５質量％で
ある。
【００３９】
　Ｆｅは、第１皮材(3)が溶融した際の流動性を向上させる性質を有するが、その含有量
が少なすぎると十分なろう流れ性が得られず、多すぎると耐食性が低下する。したがって
、Ｆｅ含有量は０．１～０．３質量％とすべきである。
【００４０】
　Ｃｕは第１皮材(3)中に不可避不純物として含まれるものであるが、含有量が多すぎる
と中間材(5)の腐食を促進させるので、その含有量を上述した含有量とすべきである。
【００４１】
　なお、不可避不純物として含まれるＣｕの含有量は０の場合があってもよい。
［第２皮材(4)］
　第２皮材(4)はろう材として働くものであり、Ｓｉは通常のＡｌ合金ろうの場合と同様
に、溶融した第２皮材(4)の流動性に影響を及ぼすが、その含有量が少なすぎると溶融し
た第２皮材(4)の流動性が十分ではなく、クラッド材(1)をヘッダタンクに用いた場合にヘ
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ッダタンクと熱交換管とのろう付不良が発生するおそれがある。また、Ｓｉの含有量が多
くなりすぎると第２皮材(4)の流動性が良くなりすぎ、クラッド材(1)をヘッダタンクに用
いた場合、ヘッダタンクにろう付される熱交換管の管路内に流入するおそれがある。した
がって、Ｓｉ含有量は４．５～５．５質量％とすべきである。
【００４２】
　Ｃｕは、クラッド材(1)をヘッダタンクに用いた場合に、熱交換管とのろう付部の腐食
進行を抑制する性質を有するが、その含有量が少なすぎると前記ろう付部の腐食進行を十
分に抑制することができず、多くなりすぎると第２皮材(4)の鋳造時に凝固割れが発生す
る。したがって、Ｃｕ含有量は０．５～０．７質量％とすべきである。
【００４３】
　Ｆｅは第２皮材(4)中に不可避不純物として含まれるものであるが、含有量が多すぎる
とクラッド材(1)をヘッダタンクに用いた場合、熱交換管とのろう付部の耐食性が低下す
るので、その含有量を上述した含有量とすべきである。
【００４４】
　なお、不可避不純物として含まれるＦｅの含有量は０の場合があってもよい。
［中間材(5)］
　Ｍｎは、中間材(5)の強度を高くして、圧延時に中間材(5)と芯材(2)および第１皮材(3)
とを良好に圧着させる性質を有する。しかしながら、Ｍｎの含有量が少なすぎると圧延時
に中間材(5)と芯材(2)および第1皮材(3)とを良好に圧着させることができず、多くなりす
ぎると中間材(5)の強度が高くなりすぎて圧延時に中間材(5)と芯材(2)および第１皮材(3)
との間に圧着不良が発生するので、Ｍｎ含有量は０．２～０．４質量％とすべきである。
【００４５】
　Ｚｎは、中間材(5)の腐食進行速度を調整する働きをするが、その含有量が少なすぎる
と中間材(5)と芯材(2)との電位差が不十分になって芯材(2)に腐食が発生し、多くなりす
ぎると中間材(5)の腐食進行速度が速くなりすぎて中間材(5)が比較的短期間で消費する。
したがって、Ｚｎ含有量は０．２～０．４質量％とすべきである。
【００４６】
　Ｆｅは中間材(5)中に不可避不純物として含まれるものであるが、含有量が多すぎると
中間材(5)の耐食性が低下するので、その含有量を上述した含有量とすべきである。
【００４７】
　Ｃｕは中間材(5)中に不可避不純物として含まれるものであるが、含有量が多すぎると
中間材(5)と芯材(2)との電位差が不十分になって芯材(2)に腐食が発生するので、その含
有量を上述した含有量とすべきである。
【００４８】
　なお、不可避不純物として含まれるＦｅおよびＣｕの含有量は０の場合があってもよい
。
【００４９】
　クラッド材(1)からなるパイプをヘッダタンクに用いたコンデンサの全体構成を図２お
よび図３に示し、当該コンデンサの要部の構成を図４および図５に示す。
【００５０】
　図２～図４において、コンデンサ(10)は、凝縮部(10A)および凝縮部(10A)の下方に設け
られた過冷却部(10B)よりなり、幅方向を通風方向（図２および図３の紙面表裏方向）に
向けるとともに長手方向を左右方向に向けた状態で上下方向に間隔をおいて配置された複
数のアルミニウム押出形材製扁平状熱交換管(11)と、長手方向を上下方向に向けて配置さ
れるとともに熱交換管(11)の左右両端部がろう付により接続された３つのアルミニウム製
ヘッダタンク(12)(13)(14)と、隣り合う熱交換管(11)どうしの間および上下両端の外側に
配置されて熱交換管(11)にろう付されたアルミニウム製コルゲートフィン(15)と、上下両
端のコルゲートフィン(15)の外側に配置されてコルゲートフィン(15)にろう付されたアル
ミニウム製サイドプレート(16)とを備えている。
【００５１】



(8) JP 6590536 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

　コンデンサ(10)の凝縮部(10A)および過冷却部(10B)には、それぞれ上下に連続して並ん
だ複数の熱交換管(11)からなる少なくとも１つ、ここでは１つの熱交換パス(P1)(P2)が設
けられており、凝縮部(10A)に設けられた熱交換パス(P1)が冷媒凝縮パスとなり、過冷却
部(10B)に設けられた熱交換パス(P2)が冷媒過冷却パスとなっている。各熱交換パス(P1)(
P2)を構成する全ての熱交換管(11)の冷媒流れ方向が同一となっているとともに、隣り合
う２つの熱交換パスの熱交換管(11)の冷媒流れ方向が異なっている。ここで、凝縮部(10A
)の熱交換パス(P1)を第１熱交換パスといい、過冷却部(10B)の熱交換パス(P2)を第２熱交
換パスというものとする。
【００５２】
　コンデンサ(10)の左端側には、凝縮部(10A)に設けられた第１熱交換パス(P1)の全熱交
換管(11)の左端部がろう付により接続された第１ヘッダタンク(12)と、過冷却部(10B)に
設けられた第２熱交換パス(P2)の全熱交換管(11)の左端部がろう付により接続された第２
ヘッダタンク(13)とが、第２ヘッダタンク(13)が左右方向外側に位置するように別個に設
けられている。第２ヘッダタンク(13)の下端は第１ヘッダタンク(12)の下端よりも下方に
位置するとともに同上端が第１ヘッダタンク(12)の下端よりも上方に位置しており、第２
ヘッダタンク(13)における第１ヘッダタンク(12)の下端よりも下方に位置する部分に第２
熱交換パス(P2)の全熱交換管(11)が接続されている。すなわち、第２ヘッダタンク(13)は
、第１熱交換パス(P1)と第２熱交換パス(P2)との間の高さ位置に設けられた板状のアルミ
ニウム製仕切部材(17)により上下２つの区画(13a)(13b)に分割されており、下側区画(13b
)に、過冷却部(10B)の第２熱交換パス(P2)の全熱交換管(11)の左端部がろう付により接続
されている。上側区画(13a)と下側区画(13b)とは仕切部材(17)に形成された連通口(17a)
を介して通じさせられている。第２ヘッダタンク(13)は、凝縮部(10A)から流入した冷媒
を貯留して気相と液相とに分離するとともに、液相主体の冷媒を過冷却部(10B)に供給す
る機能を有している。図示は省略したが、第２ヘッダタンク(13)の上側区画(13a)内には
乾燥剤が入れられている。
【００５３】
　第１ヘッダタンク(12)内の下端寄りの部分と、第２ヘッダタンク(13)の上側区画(13a)
内の下端寄りの部分とが、両ヘッダタンク(12)(13)にろう付されたアルミニウム製連通部
材(18)を介して通じさせられている。
【００５４】
　第１ヘッダタンク(12)は、上下両端が開口した横断面異形のアルミニウム製パイプ(19)
と、パイプ(19)の上下両端にろう付されて上下両端開口を閉鎖するアルミニウム製閉鎖部
材(21)とからなる。
【００５５】
　第２ヘッダタンク(13)は、上下両端が開口した横断面円形のアルミニウム製パイプ(22)
と、パイプ(22)の下端にろう付されて下端開口を閉鎖する部材(23)と、パイプ(22)の上端
に着脱自在に取り付けられて上端開口を閉鎖する上閉鎖部材(24)とからなる。第２ヘッダ
タンク(13)のパイプ(22)に、熱交換器構成部品である２つのアルミニウム製ブラケット(2
5)が上下方向に間隔をおいてろう付されている。
【００５６】
　コンデンサ(10)の右端部側には、第１および第２熱交換パス(P1)(P2)を構成する全ての
熱交換管(11)の右端部が接続される第３ヘッダタンク(14)が配置されている。第３ヘッダ
タンク(14)は、第１熱交換パス(P1)と第２熱交換パス(P2)との間の高さ位置に設けられた
板状のアルミニウム製仕切部材(26)により上下２つの区画(14a)(14b)に分割されており、
上側区画(14a)に、凝縮部(10A)の第１熱交換パス(P1)の全熱交換管(11)の右端部がろう付
により接続され、下側区画(14b)に、過冷却部(10B)の第２熱交換パス(P2)の全熱交換管(1
1)の右端部がろう付により接続されている。また、第３ヘッダタンク(14)の上側区画(14a
)の高さ方向の中程に冷媒入口(27)が形成されるとともに、下側区画(14b)に冷媒出口(28)
が形成されている。また、第３ヘッダタンク(14)に、冷媒入口(27)に通じるアルミニウム
製冷媒入口部材(29)および冷媒出口(28)に通じるアルミニウム製冷媒出口部材(31)がろう
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付されている。第３ヘッダタンク(14)にも、２つのアルミニウム製ブラケット(25)が上下
方向に間隔をおいてろう付されている。
【００５７】
　第３ヘッダタンク(14)は、上下両端が開口した第１ヘッダタンク(12)と同一横断面形状
を有するアルミニウム製パイプ(32)と、パイプ(32)の上下両端にろう付されて上下両端開
口を閉鎖するアルミニウム製閉鎖部材(33)とからなる。
【００５８】
　コンデンサ(10)において、冷媒は、冷媒入口部材(29)および冷媒入口(27)を経て第３ヘ
ッダタンク(14)の上側区画(14a)内に流入し、第１熱交換パス(P1)、第１ヘッダタンク(12
)、連通部材(18)、第２ヘッダタンク(13)の上側区画(13a)、連通口(17a)、第２ヘッダタ
ンク(13)の下側区画(13b)、第２熱交換パス(P2)、および第３ヘッダタンク(14)の下側区
画(14b)を流れた後、冷媒出口(28)および冷媒出口部材(31)を経て流出する。
【００５９】
　コンデンサ(10)の第２ヘッダタンク(13)のパイプ(22)が、クラッド材(1)を用いて形成
されている。図４および図５に示すように、パイプ(22)は、クラッド材(1)が、第１皮材(
3)が外面側に来るように円筒状に成形されるとともに、側縁部どうしが加圧されながら突
き合わされた状態で高周波抵抗溶接法により溶接されたものであり、芯材(2)と、芯材(2)
の外周面を覆う第１皮材(3)と、芯材(2)の内周面を覆う第２皮材(4)と、芯材(2)と第１皮
材(3)との間に介在させられた中間材(5)とからなる。パイプ(22)におけるクラッド材(1)
の両側縁部どうしの溶接継手部(34)およびその近傍において、芯材(2)が外周面および内
周面に露出している。パイプ(22)の外周面における芯材(2)が露出している部分を除いた
部分は、第１皮材(3)で覆われており、パイプ(22)の内周面における芯材(2)が露出してい
る部分を除いた部分は、第２皮材(4)で覆われている。パイプ(22)の溶接継手部(34)は通
風方向下流側部分(図４の上側)に位置している。
【００６０】
　パイプ(22)の右側部分に通風方向に長い複数の管挿通穴(35)が上下方向に間隔をおくと
ともに、溶接継手部(34)から離隔するように形成されている。熱交換管(11)は、管挿通穴
(33)に通されてクラッド材(1)の第１皮材(3)および第２皮材(4)によりパイプ(22)にろう
付されている。ブラケット(25)は、パイプ(22)の左側における溶接継手部(34)から離隔し
た部分に、第１皮材(3)を用いてろう付されている。
【００６１】
　なお、第１ヘッダタンク(12)および第３ヘッダタンク(14)のパイプ(19)(32)は、たとえ
ば特許文献２に記載されているように、Ｍｎ０．６～１．５質量％、Ｔｉ０．０５～０．
２５質量％、Ｃｕ０．０５質量％未満、Ｚｎ０．０５質量％未満、Ｆｅ０．２質量％以下
、Ｓｉ０．４５質量％以下を含み、残部Ａｌおよび不可避不純物からなるＡｌ合金で形成
された芯材と、Ｓｉ６．８～１１．０質量％、Ｚｎ０．０５質量％以下を含み、残部Ａｌ
および不可避不純物からなるＡｌ合金で形成され、かつ芯材の片面を覆う第１皮材と、Ｓ
ｉ４．０～６．０質量％、Ｃｕ０．５～１．０質量％を含み、残部Ａｌおよび不可避不純
物からなるＡｌ合金で形成され、かつ芯材の他面を覆う第２皮材とよりなるクラッド材を
、第１皮材で覆われている第１面が外側に来るとともに、第２皮材で覆われている第２面
が内側に来るように筒状に成形し、クラッド材の両側縁部を、第１皮材と第２皮材とが重
なり合うように組み合わせ、クラッド材の第１皮材を利用してクラッド材の両側縁部どう
しをろう付することにより製造される。なお、パイプ(19)(32)の製造は、コンデンサ(10)
の他部品のろう付と同時に行われる。
【００６２】
　上述したパイプ(22)を用いたコンデンサ(10)は、熱交換管(11)、第１ヘッダタンク(12)
のパイプ(19)用の筒状に成形されたクラッド材および上下閉鎖部材(21)と、第２ヘッダタ
ンク(13)を構成するパイプ(22)、下閉鎖部材(23)および仕切部材(17)と、第３ヘッダタン
ク(14)のパイプ(32)用の筒状に成形されたクラッド材、上下閉鎖部材(33)および仕切部材
(26)と、連通部材(18)と、コルゲートフィン(15)と、サイドプレート(16)とを組み合わせ
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て一括ろう付することにより製造される。
【００６３】
　次に、本発明の具体的実施例について説明する。
【００６４】
　表１に示すクラッド材(1)を用意した。当該クラッド材(1)の板厚は１．６ｍｍであり、
第１皮材(3)および第２皮材(4)のクラッド率は６％、中間材(5)のクラッド率は１０％で
ある。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　表１のクラッド材(1)を、第１皮材(3)が外面側に来るように円筒状に成形し、側縁部ど
うしを加圧しながら突き合わせた状態で高周波抵抗溶接法により溶接することによりパイ
プ(22)をつくった。
【００６７】
　ついで、パイプ(22)と、他の部品とを組み合わせ、非腐食性フッ化物系フラックスを塗
布した後、窒素ガス雰囲気とされた炉内において実体温度が５９８．０～６０３．６℃と
なるように加熱し、上述した構成のコンデンサ(10)を製造した。加熱速度は、１００～５
００℃で３５～５０℃／min、５００～５８０℃で１４．７～１８．７℃/min、５８０～
６００℃で３．７～５．５℃／minであり、５８℃以上での保持時間は４．０～６．８分
である。
【００６８】
　こうして製造されたコンデンサ(10)について、ＡＳＴＭ－ＳＷＡＡＴ試験を４０日間行
ったところ、試験期間経過後も洩れは発生していなかった。さらに、第２ヘッダタンク(1
3)の周壁の断面を観察して腐食状況を観察したところ、溶接継手部(31)およびその近傍を
含んで、芯材(2)には腐食は発生していなかった。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　この発明によるクラッド材は、筒状に成形して両側縁部どうしを加圧しながら突き合わ
せた状態で高周波抵抗溶接法により溶接してパイプを製造するのに適している。
【符号の説明】
【００７０】
(1)：クラッド材
(2)：芯材
(3)：第１皮材
(4)：第２皮材
(5)：中間材
(10)：コンデンサ(熱交換器)
(11)：熱交換管
(12)(13)(14)：ヘッダタンク
(15)：コルゲートフィン
(22)：パイプ
(23)：下閉鎖部材
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(24)：上閉鎖部材
(25)：ブラケット(熱交換器構成部品)
(34)：溶接継手部
(35)：管挿通穴
                                                                        

【図１】 【図２】
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